


令和５年５月８日 雲南保健所作成 
令和５年 10 月 1 日 情報更新 

＜身の回りの消毒方法＞  

＜自宅での過ごし方＞  
• 同居のご家族がいる場合は、できるだけ接触は避け(可能な限り空間を分けて生活する)、接触する

際はマスクを着用するなどの対策を行ってください。 
• 療養中は自宅内でも家族全員(2 歳未満を除く)マスクの着用が望ましいです。 
• こまめに石けんを用いた手洗いや、アルコール消毒(トイレ、ドアノブや電気のスイッチ等)、換気

(１時間に２回程度)をしてください。 
• 食事は一緒にせず、別室もしくは時間をずらしてください。 
• お風呂は最後にし、タオルの共同利用は避けてください。  

 
＜医療費について＞ 令和５年 10 月以降変わります 

• コロナの検査費用は自己負担となります。 
• 外来医療費も自己負担となります。 
• コロナ治療薬の費用は、医療費の自己負担割合（１割から３割）に応じて自己負担が生じます。 

自己負担上限額（一回の治療あたり）１割の方︓3000 円 ２割の方:6000 円 ３割の方:9000 円 
• 入院医療費は、令和６年３月末まで高額療養費の自己負担限度額から１万円が減額されます。 

 
＜その他＞ 

• 災害などの避難の際は、避難所の受付で患者であることを申し出てください。 
 

その他の情報は QRコードから雲南保健所ホームーページでチェック⇒ 


